
経由
日数

処理
日数

協議
日数

薬事 1  　動物用医薬品の販売業
の許可（配置販売業に係る
ものを除く。）

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律（昭和35年
法律第145号）第24条第１項

15 家畜保健衛生
所

15

薬事 2  　動物用医薬品の販売業
の許可（配置販売業に係る
ものに限る。）

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第24条第
１項

15 畜産課 15

薬事 3 　 動物医薬品の販売業の
許可の更新（配置販売業
に係るものを除く。）

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第24条第
２項

15 家畜保健衛生
所

15

薬事 4 　 動物医薬品の販売業の
許可の更新（配置販売業
に係るものに限る。）

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第24条第
２項

15 畜産課 15

薬事 5 　 高度管理医療機器等の
販売業及び貸与業の許可

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第39条第
１項

15 家畜保健衛生
所

15

薬事 6  　高度管理医療機器等の
販売業及び貸与業の許可
の更新

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第39条第
６項

15 家畜保健衛生
所

15

薬事 7  　動物用再生医療等製品
の販売業の許可

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第40条の
５第１項

15 畜産課 15

薬事 8  　動物用再生医療等製品
の販売業の許可の更新

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第40条の
５第６項

15 畜産課 15

薬事 9 　 許可証の書換え交付（配
置販売業に係るものを除
く。）

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行令（昭
和36年政令第11号）第45条

15 家畜保健衛生
所

15

薬事 10  　 許可証の書換え交付
（配置販売業に係るものに
限る。）

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行令第
45条第１項

15 畜産課 15

薬事 11 　高度管理医療機器等の
管理者の設置の許可

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第39条の
２第２項

15 畜産課 15

薬事 12 　再生医療機等製品の管
理者の設置の許可

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第39条の
２第２項

15 畜産課 15

農業 1  　市町村農業振興地域整
備計画の同意

農業振興地域の整備に関す
る法律(昭和44年法律第58
号)第８条第４項

10 農業振興課 10

農業 2 　 市町村農業振興地域整
備計画の変更の同意(基礎
調査に基づく計画の変更
に係るものを除く。)

農業振興地域の整備に関す
る法律第13条第４項において
準用する第８条第４項

10 広域振興局農
政部又は農林
部

10

農業 3 　 市町村農業振興地域整
備計画の変更の同意(基礎
調査に基づく計画の変更
に係るものに限る。)

農業振興地域の整備に関す
る法律第13条第４項において
準用する第８条第４項

15 広域振興局
農政部又は
農林部

5 農業振興課 10

農業 4 　 交換分合計画の認可 農業振興地域の整備に関す
る法律第13条の２第３項

55 広域振興局農
政部又は農林
部

55

農業 5 　 土地利用についての調
停

農業振興地域の整備に関す
る法律第15条第１項

45 広域振興局農
政部又は農林
部

45

農業 6 　 農用地区域内における
開発行為の許可

農業振興地域の整備に関す
る法律第15条の2

45 市町村 10 広域振興局農
政部又は農林
部

20 県農業委員
会ネットワー
ク機構

15

農業 7 　 農林業等活性化基盤整
備計画の同意及び変更の
同意

特定農山村地域における農
林業等の活性化のための基
盤整備の促進に関する法律
（平成５年法律第72号）第４
条第８項

30 広域振興局の
農政部若しく
は農政部農林
振興センター
又は農林部若
しくは農林部
農林振興セン
ター

30

農業 8 　 所有権移転等促進計画
の承認

特定農山村地域における農
林業等の活性化のための基
盤整備の促進に関する法律
第８条第６項

30 広域振興局の
農政部若しく
は農政部農林
振興センター
又は農林部若
しくは農林部
農林振興セン
ター

30

区　　　分 事務の名称 法　　　令
標準処
理日数

許認可等標準処理日数一覧表（農林水産部）

経由機関 主管課等 協議機関
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区　　　分 事務の名称 法　　　令
標準処
理日数

許認可等標準処理日数一覧表（農林水産部）

経由機関 主管課等 協議機関

農業 9 　環境負荷低減事業活動
実施計画の認定

環境と調和のとれた食料シス
テムの確立のための環境負
荷低減事業活動の促進等に
関する法律（令和４年法律第
37号）第19条第５項

25 広域振興局の
農政部若しく
は農政部農林
振興センター
又は農林部若
しくは農林部
農林振興セン
ター

25

農業 10 　環境負荷低減事業活動
実施計画の変更の認定

環境と調和のとれた食料シス
テムの確立のための環境負
荷低減事業活動の促進等に
関する法律第20条第１項

25 広域振興局の
農政部若しく
は農政部農林
振興センター
又は農林部若
しくは農林部
農林振興セン
ター

25

農業 11 　県農業委員会ネットワー
ク機構の業務規程の認可
及び変更の認可

農業委員会等に関する法律
(昭和26年法律第88号)第44
条第１項

15 農業振興課 15

農業 12 　県農業委員会ネットワー
ク機構の事業計画書等の
認可及び変更の認可

農業委員会等に関する法律
第45条第１項

15 農業振興課 15

農業 13 　 改良普及員資格試験合
格証書の再交付

改良普及員資格試験条例施
行規則を廃止する規則（平成
17年岩手県規則第11号）附
則第２項

1 農業普及技術
課

1

農業 14 　 経営改善措置に関する
計画の承認

特定農産加工業経営改善臨
時措置法（平成元年法律第
65号）第３条第１項

7 流通課 7

農業 15 　 事業提携に関する計画
の承認

特定農産加工業経営改善臨
時措置法第３条第２項

7 流通課 7

農業 16 　 経営改善措置に関する
計画の変更の承認

特定農産加工業経営改善臨
時措置法第４条第１項

7 流通課 7  

農業 17 　 事業提携に関する計画
の変更の承認

特定農産加工業経営改善臨
時措置法第４条第１項

7 流通課 7

農業 18    指定農業協同組合の指
定

農業協同組合法（昭和22年
法律第132号）第10条第18項

45 団体指導課 15 農林水産大
臣

30

農業 19 　 信用事業規程の設定の
承認

農業協同組合法第11条第１
項

20 広域振興局
の農政部又
は農林部の
農林振興セ
ンター

5 広域振興局農
政部又は農林
部

15

農業 20 　 信用事業規程の変更及
び廃止の承認

農業協同組合法第11条第３
項

20 広域振興局
の農政部又
は農林部の
農林振興セ
ンター

5 広域振興局農
政部又は農林
部

15

農業 21    信用供与等の限度額超
過の承認

農業協同組合法第11条の８
第１項ただし書

20 広域振興局
の農政部又
は農林部の
農林振興セ
ンター

5 広域振興局農
政部又は農林
部

15

農業 22 　 特定関係者との間の取
引の承認

農業協同組合法第11条の９
ただし書

20 広域振興局
の農政部又
は農林部の
農林振興セ
ンター

5 広域振興局農
政部又は農林
部

15

農業 23 　 共済規程の設定の承認
（自動車損害賠償保障法
(昭和30年法律第97号）第
28条の２に基づく同意が必
要でない場合）

農業協同組合法第11条の17
第１項

20 広域振興局
の農政部又
は農林部の
農林振興セ
ンター

5 広域振興局農
政部又は農林
部

15

農業 24  　共済規程の設定の承認
（自動車損害賠償保障法
第28条の２に基づく同意が
必要な場合）

農業協同組合法第11条の17
第１項

50 広域振興局
の農政部又
は農林部の
農林振興セ
ンター

5 広域振興局農
政部又は農林
部

15 国土交通大
臣及び金融
庁長官

30

農業 25    共済規程の変更及び廃
止の承認（自動車損害賠
償保障法第28条の２に基
づく同意が必要でない場
合）

農業協同組合法第11条の17
第３項

20 広域振興局
の農政部又
は農林部の
農林振興セ
ンター

5 広域振興局農
政部又は農林
部

15

農業 26    共済規程の変更及び廃
止の承認（自動車損害賠
償保障法第28条の２に基
づく同意が必要な場合）

農業協同組合法第11条の17
第３項

50 広域振興局
の農政部又
は農林部の
農林振興セ
ンター

5 広域振興局農
政部又は農林
部

15 国土交通大
臣及び金融
庁長官

30

農業 27    信託規程の設定の承認 農業協同組合法第11条の42
第１項

20 広域振興局
の農政部又
は農林部の
農林振興セ
ンター

5 広域振興局農
政部又は農林
部

15

農業 28    信託規程の変更及び廃
止の承認（廃止は届出の
み）

農業協同組合法第11条の42
第３項

20 広域振興局
の農政部又
は農林部の
農林振興セ
ンター

5 広域振興局農
政部又は農林
部

15
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経由
日数

処理
日数

協議
日数

区　　　分 事務の名称 法　　　令
標準処
理日数

許認可等標準処理日数一覧表（農林水産部）

経由機関 主管課等 協議機関

農業 29  　受託者等の辞任の許可 農業協同組合法第11条の45
において権限が属することと
される信託法（平成18年法律
第108号）第57条第２項（同法
第70条（同法第74条第６項に
おいて準用する場合を含
む。）、第128条第２項、第134
条第２項及び第141条第２項
において準用する場合を含
む。）

20 広域振興局
の農政部又
は農林部の
農林振興セ
ンター

5 広域振興局農
政部又は農林
部

15

農業 30  　権限に係る許可 農業協同組合法第11条の45
において権限が属することと
される信託法第66条第２項た
だし書（同法第73条及び第74
条第６項において準用する場
合を含む。）、同条第４項（同
法第73条及び第74条第６項
において準用する場合を含
む。）

35 広域振興局
の農政部又
は農林部の
農林振興セ
ンター

5 広域振興局農
政部又は農林
部

30

農業 31 　 宅地等供給事業実施規
定の設定の承認

農業協同組合法第11条の48
第１項

20 広域振興局
の農政部又
は農林部の
農林振興セ
ンター

5 広域振興局農
政部又は農林
部

15

農業 32    宅地等供給事業実施規
程の変更の承認

農業協同組合法第11条の48
第３項

20 広域振興局
の農政部又
は農林部の
農林振興セ
ンター

5 広域振興局農
政部又は農林
部

15

農業 33    農業経営規程の設定の
承認

農業協同組合法第11条の51
第１項

20 広域振興局
の農政部又
は農林部の
農林振興セ
ンター

5 広域振興局農
政部又は農林
部

15

農業 34    農業経営規程の変更の
承認

農業協同組合法第11条の51
第３項

20 広域振興局
の農政部又
は農林部の
農林振興セ
ンター

5 広域振興局農
政部又は農林
部

15

農業 35 　共済事業の契約条件の
変更の承認

農業協同組合法第11条の61 20 広域振興局
の農政部又
は農林部の
農林振興セ
ンター

5 広域振興局農
政部又は農林
部

15

農業 36 　 議決権の取得等の特例
の承認

農業協同組合法第11条の65
第２項

20 広域振興局
の農政部又
は農林部の
農林振興セ
ンター

5 広域振興局農
政部又は農林
部

15

農業 37  　定款変更の認可 農業協同組合法第44条第２
項

20 広域振興局
の農政部又
は農林部の
農林振興セ
ンター

5 広域振興局農
政部又は農林
部

15

農業 38  信用事業の譲渡又は譲受
けの認可

農業協同組合法第50条の２
第３項

30 団体指導課 30

広域振興局
の農政部若
しくは農政部
農林振興セ
ンター又は
農林部若しく
は農林部農
林振興セン
ター

5 団体指導課 30

広域振興局
の農政部又
は農林部の
農林振興セ
ンター

5 広域振興局農
政部又は農林
部

30

広域振興局
の農政部若
しくは農政部
農林振興セ
ンター又は
農林部若しく
は農林部農
林振興セン
ター

5 団体指導課 15

広域振興局
の農政部又
は農林部の
農林振興セ
ンター

5 広域振興局農
政部又は農林
部

15

広域振興局
の農政部若
しくは農政部
農林振興セ
ンター又は
農林部若しく
は農林部農
林振興セン
ター

5 団体指導課 30

農業 40    農業協同組合解散の議
決の認可

農業協同組合法第64条第２
項

20

農業 39    農業協同組合の設立の
認可

農業協同組合法第59条第１
項

35

農業 41    合併の認可 農業協同組合法第65条第２
項

35
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日数

処理
日数

協議
日数

区　　　分 事務の名称 法　　　令
標準処
理日数

許認可等標準処理日数一覧表（農林水産部）

経由機関 主管課等 協議機関

広域振興局
の農政部又
は農林部の
農林振興セ
ンター

5 広域振興局農
政部又は農林
部

30

農業 42 　 農業協同組合連合会の
権利義務の承継の認可

農業協同組合法第70条第２
項において準用する第65条
第２項

30 広域振興局
の農政部又
は農林部の
農林振興セ
ンター

5 広域振興局農
政部又は農林
部

25

広域振興局
の農政部若
しくは農政部
農林振興セ
ンター又は
農林部若しく
は農林部農
林振興セン
ター

5 広域振興局農
政部又は農林
部

30

広域振興局
の農政部又
は農林部の
農林振興セ
ンター

5 広域振興局農
政部又は農林
部

30

農業 44    普通肥料の銘柄の登録 肥料の品質の確保等に関す
る法律（昭和25年法律第127
号）第４条第１項

30 農業普及技術
課

30

農業 45    普通肥料の銘柄の登録 肥料の品質の確保等に関す
る法律第４条第３項

30 農業普及技術
課

30

農業 46    肥料の登録の更新 肥料の品質の確保等に関す
る法律第12条第４項

20 農業普及技術
課

20

農業 47    登録証の書換え 肥料の品質の確保等に関す
る法律第13条第１項

20 農業普及技術
課

20

農業 48    登録又は仮登録を受け
た者の地位の相続等によ
る書換え

肥料の品質の確保等に関す
る法律第13条第２項

20 農業普及技術
課

20

農業 49    普通肥料の名称変更に
よる登録証の書換え

肥料の品質の確保等に関す
る法律第13条第４項

20 農業普及技術
課

20

農業 50    事故肥料の譲渡の許可 肥料の品質の確保等に関す
る法律第19条第２項

15 農業普及技術
課

15

農業 51    農業共済組合の定款変
更及び事業規程の変更の
認可

農業保険法（昭和22年法律
第185号）第58条第2項

15 団体指導課 15

農業 52    農業共済組合の解散の
認可

農業保険法第65条第２項 15 団体指導課 15

農業 53    農業共済組合の合併の
認可

農業保険法第67条第２項 30   団体指導課 30

農業 54 　 特定農業協同組合の承
認

農業協同組合及び農業協同
組合連合会の信用事業に関
する命令（平成５年大蔵省・
農林水産省令第１号）第59条

20 広域振興局
の農政部若
しくは農政部
農林振興セ
ンター又は
農林部若しく
は農林部農
林振興セン
ター

5 団体指導課 15

農業 55    加工工房の使用許可 農業ふれあい公園条例（平
成10年岩手県条例第28号）
第２条第１項

10 農業研究セン
ター

10

農業 56 　 農業ふれあい公園内に
おける行為の許可

農業ふれあい公園条例第３
条第１項

10 農業研究セン
ター

10

農業 57  　農業科学博物館の入館
料の免除

農業ふれあい公園条例第７
条

10 農業研究セン
ター

10

農業 58  　農業科学博物館の入館
料の還付

農業ふれあい公園条例第８
条

10 農業研究セン
ター

10

農地 1 　 農地の転用の許可（農
業委員会が農地法（昭和
27年法律第229号）第４条
第４項又は第５項の意見聴
取を行う場合を除く。）

農地法第４条第１項 25 市町村農業
委員会

15 広域振興局農
政部又は農林
部

10

農地 2  　農地の転用の許可（農
業委員会が農地法第４条
第４項又は第５項の意見聴
取を行う場合に限る。）

農地法第４条第１項 30 市町村農業
委員会

20 広域振興局農
政部又は農林
部

10

農地 3    農地の転用の許可（農
業委員会が農地法第４条
第４項又は第５項の意見聴
取を行い、かつ県が農地
法附則第２項の農林水産
大臣への協議を行う場合
に限る。）

農地法第４条第１項 35 市町村農業
委員会

20 広域振興局農
政部又は農林
部

10 東北農政局 5

農地 4    農地又は採草放牧地の
転用のための権利移動の
許可（農業委員会が農地
法第４条第４項又は第５項
の意見聴取を行う場合を
除く。）

農地法第５条第１項 25 市町村農業
委員会

15 広域振興局農
政部又は農林
部

10

農業 41    合併の認可 農業協同組合法第65条第２
項

35

農業 43 　 新設分割の認可 農業協同組合法第70条の３
第３項

35
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農地 5    農地又は採草放牧地の
転用のための権利移動の
許可（農業委員会が農地
法第４条第４項又は第５項
の意見聴取を行う場合に
限る。）

農地法第５条第１項 30 市町村農業
委員会

20 広域振興局農
政部又は農林
部

10

農地 6    農地又は採草放牧地の
転用のための権利移動の
許可（農業委員会が農地
法第４条第４項又は第５項
の意見聴取を行い、かつ
県が農地法附則第２項の
農林水産大臣への協議を
行う場合に限る。）

農地法第５条第１項 35 市町村農業
委員会

20 広域振興局農
政部又は農林
部

10 東北農政局 5

農地 7    農業経営基盤強化促進
基本構想の同意及び変更
の同意

農業経営基盤強化促進法
（昭和55年法律第65号）第６
条第５項

30 広域振興局の
農政部若しく
は農政部農林
振興センター
又は農林部若
しくは農林部
農林振興セン
ター

30

農地 8  　農地中間管理機構の特
例事業規程の承認

農業経営基盤強化促進法第
８条第１項

13 農業振興課 13

農地 9  　農地中間管理機構の特
例事業規程の変更等の承
認

農業経営基盤強化促進法第
９条第１項

13 農業振興課 13

農地 10 農業経営改善計画の認定
（県内の複数市町村にわた
る計画の場合）

農業経営基盤強化促進法第
13条の２

30 農業振興課 30

農地 11  　土地改良区設立の認可 土地改良法（昭和24年法律
第195号）第５条第１項

65 広域振興局
の農政部、
農政部農林
振興センター
若しくは農政
部農村整備
センター又は
農林部若しく
は農林部農
林振興セン
ター

10 農村計画課 55

農地 12  　土地改良区定款変更の
認可

土地改良法第30条第２項 20 広域振興局の
農政部、農政
部農林振興セ
ンター若しくは
農政部農村整
備センター又
は農林部若し
くは農林部農
林振興セン
ター

20

農地 13  　員外受益者への賦課徴
収に係る認可

土地改良法第36条第９項 20 広域振興局の
農政部、農政
部農林振興セ
ンター若しくは
農政部農村整
備センター又
は農林部若し
くは農林部農
林振興セン
ター

20

農地 14  　滞納処分の認可 土地改良法第39条第５項 15 広域振興局の
農政部、農政
部農林振興セ
ンター若しくは
農政部農村整
備センター又
は農林部若し
くは農林部農
林振興セン
ター

15

農地 15  　土地改良区の土地改良
事業計画等の変更の認可

土地改良法第48条第１項 55 広域振興局の
農政部、農政
部農林振興セ
ンター若しくは
農政部農村整
備センター又
は農林部若し
くは農林部農
林振興セン
ター

55

農地 16  　応急工事計画の認可 土地改良法第49条第１項 10 広域振興局の
農政部、農政
部農林振興セ
ンター若しくは
農政部農村整
備センター又
は農林部若し
くは農林部農
林振興セン
ター

10
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農地 17  　土地改良区が行う土地
改良事業の換地計画の認
可

土地改良法第52条第１項 55 広域振興局の
農政部、農政
部農林振興セ
ンター若しくは
農政部農村整
備センター又
は農林部若し
くは農林部農
林振興セン
ター

55

農地 18  　土地改良区が行う土地
改良事業の換地計画の変
更の認可

土地改良法第53条の４第１
項

55 広域振興局の
農政部、農政
部農林振興セ
ンター若しくは
農政部農村整
備センター又
は農林部若し
くは農林部農
林振興セン
ター

55

農地 19  　管理規程の認可 土地改良法第57条の２第１
項

15 広域振興局の
農政部、農政
部農林振興セ
ンター若しくは
農政部農村整
備センター又
は農林部若し
くは農林部農
林振興セン
ター

15

農地 20  　管理規程の変更又は廃
止の認可

土地改良法第57条の２第３
項

15 広域振興局の
農政部、農政
部農林振興セ
ンター若しくは
農政部農村整
備センター又
は農林部若し
くは農林部農
林振興セン
ター

15

農地 21  　農業集落排水施設整備
事業計画の認可

土地改良法第57条の４第１
項

20 広域振興局の
農政部、農政
部農林振興セ
ンター若しくは
農政部農村整
備センター又
は農林部若し
くは農林部農
林振興セン
ター

20

農地 22  　農業集落排水施設整備
事業計画の変更の認可

土地改良法第57条の８にお
いて準用する第57条の４第１
項

20 広域振興局の
農政部、農政
部農林振興セ
ンター若しくは
農政部農村整
備センター又
は農林部若し
くは農林部農
林振興セン
ター

20

農地 23 　情報通信環境整備事業
計画の認可

土地改良法第57条の９にお
いて準用する第57条の４第１
項

20 広域振興局の
農政部、農政
部農林振興セ
ンター若しくは
農政部農村整
備センター又
は農林部若し
くは農林部農
林振興セン
ター

20

農地 24 　連携管理保全計画の認
可

土地改良法第57条の11第１
項

25 広域振興局
の農政部、
農政部農林
振興センター
若しくは農政
部農村整備
センター又は
農林部若しく
は農林部農
林振興セン
ター

10 農村計画課 15

農地 25  　総会の議決による土地
改良区の解散の認可

土地改良法第67条第２項 25 広域振興局
の農政部、
農政部農林
振興センター
若しくは農政
部農村整備
センター又は
農林部若しく
は農林部農
林振興セン
ター

10 農村計画課 15
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農地 26  　土地改良区の合併の認
可

土地改良法第72条第２項 25 広域振興局
の農政部、
農政部農林
振興センター
若しくは農政
部農村整備
センター又は
農林部若しく
は農林部農
林振興セン
ター

10 農村計画課 15

農地 27 　一般社団法人への組織
変更の認可

土地改良法第76条の５第１
項

25 広域振興局
の農政部、
農政部農林
振興センター
若しくは農政
部農村整備
センター又は
農林部若しく
は農林部農
林振興セン
ター

10 農村計画課 15

農地 28 　認可地縁団体への組織
変更の認可

土地改良法第76条の13第１
項

40 広域振興局
の農政部、
農政部農林
振興センター
若しくは農政
部農村整備
センター又は
農林部若しく
は農林部農
林振興セン
ター

10 農村計画課 30

農地 29  　土地改良区連合設立の
認可

土地改良法第77条第２項 65 広域振興局
の農政部、
農政部農林
振興センター
若しくは農政
部農村整備
センター又は
農林部若しく
は農林部農
林振興セン
ター

10 農村計画課 55

農地 30  　所属土地改良区数の増
減の認可

土地改良法第81条 25 広域振興局
の農政部、
農政部農林
振興センター
若しくは農政
部農村整備
センター又は
農林部若しく
は農林部農
林振興セン
ター

10 農村計画課 15

農地 31  　土地改良区連合の定款
変更の認可

土地改良法第84条において
準用する第30条第２項

20 広域振興局の
農政部、農政
部農林振興セ
ンター若しくは
農政部農村整
備センター又
は農林部若し
くは農林部農
林振興セン
ター

20

農地 32  　土地改良区連合の土地
改良事業計画変更等の認
可

土地改良法第84条において
準用する第48条第１項

55 広域振興局の
農政部、農政
部農林振興セ
ンター若しくは
農政部農村整
備センター又
は農林部若し
くは農林部農
林振興セン
ター

55

農地 33  　土地改良区連合の応急
工事計画の認可

土地改良法第84条において
準用する第49条第１項

10 広域振興局の
農政部、農政
部農林振興セ
ンター若しくは
農政部農村整
備センター又
は農林部若し
くは農林部農
林振興セン
ター

10

農地 34  　土地改良区連合の農業
用用排水施設管理規程の
認可

土地改良法第84条において
準用する第57条の２第１項

15 広域振興局の
農政部、農政
部農林振興セ
ンター若しくは
農政部農村整
備センター又
は農林部若し
くは農林部農
林振興セン
ター

15
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農地 35  　土地改良区連合の農業
用用排水施設管理規程の
変更又は廃止の認可

土地改良法第84条において
準用する第57条の２第３項

15 広域振興局の
農政部、農政
部農林振興セ
ンター若しくは
農政部農村整
備センター又
は農林部若し
くは農林部農
林振興セン
ター

15

農地 36  　総会の議決による土地
改良区連合の解散の認可

土地改良法第84条において
準用する第67条第２項

25 広域振興局
の農政部、
農政部農林
振興センター
若しくは農政
部農村整備
センター又は
農林部若しく
は農林部農
林振興セン
ター

10 農村計画課 15

農地 37  　農業協同組合等が行う
土地改良事業施行の認可

土地改良法第95条第１項 55 広域振興局の
農政部、農政
部農林振興セ
ンター若しくは
農政部農村整
備センター又
は農林部若し
くは農林部農
林振興セン
ター

55

農地 38  　農業協同組合等が行う
土地改良事業施行の変更
及び廃止の認可

土地改良法第95条の２第１
項

55 広域振興局の
農政部、農政
部農林振興セ
ンター若しくは
農政部農村整
備センター又
は農林部若し
くは農林部農
林振興セン
ター

55

農地 39  　農業協同組合等が行う
土地改良事業に係る換地
計画の認可

土地改良法第96条において
準用する第52条第１項

55 広域振興局の
農政部、農政
部農林振興セ
ンター若しくは
農政部農村整
備センター又
は農林部若し
くは農林部農
林振興セン
ター

55

農地 40  　農業協同組合等が行う
土地改良事業の換地計画
の変更の認可

土地改良法第96条において
準用する第53条の４第１項

55 広域振興局の
農政部、農政
部農林振興セ
ンター若しくは
農政部農村整
備センター又
は農林部若し
くは農林部農
林振興セン
ター

55

農地 41  　農業協同組合等の農業
用用排水施設管理規程の
変更又は廃止の認可

土地改良法第96条において
準用する第57条の２第３項

15 広域振興局の
農政部、農政
部農林振興セ
ンター若しくは
農政部農村整
備センター又
は農林部若し
くは農林部農
林振興セン
ター

15

農地 42  　農業協同組合等の農業
用用排水施設管理規程の
認可

土地改良法第96条において
準用する第57条の２第１項

15 広域振興局の
農政部、農政
部農林振興セ
ンター若しくは
農政部農村整
備センター又
は農林部若し
くは農林部農
林振興セン
ター

15

農地 43  　市町村が行う土地改良
事業の換地計画の認可

土地改良法第96条の４にお
いて準用する第52条第１項

55 広域振興局の
農政部、農政
部農林振興セ
ンター若しくは
農政部農村整
備センター又
は農林部若し
くは農林部農
林振興セン
ター

55
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経由機関 主管課等 協議機関

農地 44  　市町村が行う土地改良
事業の換地計画の変更の
認可

土地改良法第96条の４にお
いて準用する第53条の４第１
項

55 広域振興局の
農政部、農政
部農林振興セ
ンター若しくは
農政部農村整
備センター又
は農林部若し
くは農林部農
林振興セン
ター

55

農地 45  　農業委員会が行う交換
分合計画の認可

土地改良法第98条第８項 60 広域振興局の
農政部、農政
部農林振興セ
ンター若しくは
農政部農村整
備センター又
は農林部若し
くは農林部農
林振興セン
ター

15 岩手県農業
会議

45

農地 46  　土地改良区が行う交換
分合計画の認可

土地改良法第99条第１項 65 広域振興局の
農政部、農政
部農林振興セ
ンター若しくは
農政部農村整
備センター又
は農林部若し
くは農林部農
林振興セン
ター

65

農地 47  　農業協同組合又は農地
中間管理機構が行う交換
分合計画の認可

土地改良法第100条第１項 65 広域振興局の
農政部、農政
部農林振興セ
ンター若しくは
農政部農村整
備センター又
は農林部若し
くは農林部農
林振興セン
ター

65

農地 48  　市町村が行う交換分合
計画の認可

土地改良法第100条の２第１
項

65 広域振興局の
農政部、農政
部農林振興セ
ンター若しくは
農政部農村整
備センター又
は農林部若し
くは農林部農
林振興セン
ター

65

農地 49  　交換分合計画の公告後
に行う農用地の形質の変
更の許可

土地改良法第109条 7 広域振興局の
農政部、農政
部農林振興セ
ンター若しくは
農政部農村整
備センター又
は農林部若し
くは農林部農
林振興セン
ター

7

農地 50  　土地の形質変更等の許
可

土地改良法第122条第２項 16 広域振興局の
農政部、農政
部農林振興セ
ンター若しくは
農政部農村整
備センター又
は農林部若し
くは農林部農
林振興セン
ター

16

農地 51  　土地改良財産の目的外
使用の承認

土地改良財産の管理及び処
分に関する条例（昭和42年岩
手県条例第10号）第４条第２
項

10 広域振興局の
農政部、農政
部農林振興セ
ンター若しくは
農政部農村整
備センター又
は農林部若し
くは農林部農
林振興セン
ター

10

農地 52  　土地改良財産の用途廃
止の承認

土地改良財産の管理及び処
分に関する条例第４条第２項

10 広域振興局の
農政部、農政
部農林振興セ
ンター若しくは
農政部農村整
備センター又
は農林部若し
くは農林部農
林振興セン
ター

10
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農地 53  　土地改良財産の土地等
の原型に変更を及ぼす改
築、追加工事等の承認

土地改良財産の管理及び処
分に関する条例第４条第２項

10 広域振興局の
農政部、農政
部農林振興セ
ンター若しくは
農政部農村整
備センター又
は農林部若し
くは農林部農
林振興セン
ター

10

農地 54 特定農業用ため池の形状
変更行為の許可

農業用ため池の管理及び保
全に関する法律（平成31年法
律第17号）第８条第１項

30 広域振興局の
農政部、農政
部農林振興セ
ンター若しくは
農政部農村整
備センター又
は農林部若し
くは農林部農
林振興セン
ター

30

農地 55 　 農地中間管理事業規程
の認可

農地中間管理事業の推進に
関する法律（平成25年法律
第101号）第８条第１項

13 農業振興課 13

農地 56 　 農地中間管理事業規程
の変更等の認可

農地中間管理事業の推進に
関する法律第８条第１項

13 農業振興課 13

農地 57 　農用地利用集積等促進
計画の認可

農地中間管理事業の推進に
関する法律第18条第１項

25 農業振興課 25

盛土規制
（農業地
域）

1 　宅地造成等工事規制区
域内において行われる宅
地造成等に関する工事の
許可

宅地造成及び特定盛土等規
制法（昭和36年法律第191
号）第12条第１項

30 広域振興局の
農政部又は農
林部

30

盛土規制
（農業地
域）

2 　特定盛土等規制区域内
において行われる特定盛
土等又は土石の堆積に関
する工事の許可

宅地造成及び特定盛土等規
制法第30条第１項

30 広域振興局の
農政部又は農
林部

30

畜産 1 　 家畜人工授精師の免許 家畜改良増殖法（昭和25年
法律第209号）第16条第１項

5 広域振興局農
政部又は農林
部

5

畜産 2 　 家畜人工授精所の開設
の許可

家畜改良増殖法第24条 7 広域振興局農
政部又は農林
部

7

畜産 3 　 種畜証明書の書換え又
は再交付

家畜改良増殖法施行令（昭
和25年政令第269号）第５条
及び第６条第１項

7 畜産課 7

畜産 4 　 種畜証明書の交付 家畜改良増殖法施行規則
（昭和25年農林省令第96号）
第４条及び第８条

7 畜産課 7

畜産 5 　 家畜人工受精師の免許
の書換え又は再交付

家畜改良増殖法施行令（昭
和25年政令第269号）第９条
及び第10条第１項

7 広域振興局農
政部又は農林
部

7

畜産 6 　家畜人工授精所開設許
可証の書換え又は再交付

家畜改良増殖法施行規則第
38条第１項及び第39条第１
項

7 広域振興局農
政部又は農林
部

7

畜産 7 　標準鶏の認定 養鶏振興法（昭和35年法律
第49号）第５条第１項

7 広域振興局農
政部又は農林
部

7

畜産 8 　ふ化業者の登録 養鶏振興法（昭和35年法律
第49号）第７条第１項

7 広域振興局農
政部又は農林
部

7

畜産 9 　ふ化場の確認 養鶏振興法第７条第２項 7 広域振興局農
政部又は農林
部

7

畜産 10 　ふ化場の確認 養鶏振興法第８条第１項 7 広域振興局農
政部又は農林
部

7

畜産 11 　蜜蜂転飼養蜂の許可 養蜂振興法（昭和30年法律
第180号）第４条第１項

31 広域振興局農
政部又は農林
部

30 岩手県蜜蜂
転飼調整委
員会

1

畜産 12 　 処理高度化施設整備計
画の認定

家畜排せつ物の管理の適正
化及び利用の促進に関する
法律（平成11年法律第112
号）第９条第１項

25 広域振興局の
農政部若しく
は農政部農林
振興センター
又は農林部若
しくは農林部
農林振興セン
ター

25

畜産 13 　 処理高度化施設整備計
画の変更の認定

家畜排せつ物の管理の適正
化及び利用の促進に関する
法律第10条第１項

17 広域振興局の
農政部若しく
は農政部農林
振興センター
又は農林部若
しくは農林部
農林振興セン
ター

17
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畜産 14 　 牧野の改良又は保全の
指示の変更

　牧野法（昭和25年法律第
194号）第10条第１項

15 広域振興局の
農政部若しく
は農政部農林
振興センター
又は農林部若
しくは農林部
農林振興セン
ター

15

畜産 15    家畜の検査、注射、薬浴
又は投薬の証明

家畜伝染病予防法（昭和26
年法律第166号）第８条

2 家畜保健衛生
所

2

畜産 16 　 死体焼却の義務の免除 家畜伝染病予防法第21条第
１項ただし書

2 家畜保健衛生
所

2

畜産 17 　 汚染死体又は物品の埋
却地の掘り返しの許可

家畜伝染病予防法第24条た
だし書

7 畜産課 7

畜産 18 　 動物用生物学的製剤の
使用の許可

家畜伝染病予防法第50条 7 家畜保健衛生
所

7

畜産 19 　 家畜等の異動等の許可 家畜伝染病のまん延防止に
関する規則（昭和38年岩手
県規則第45号）第２条ただし
書

2 家畜保健衛生
所

2

畜産 20 　 家畜集合施設の開催の
許可

家畜伝染病のまん延防止に
関する規則第３条ただし書

2 家畜保健衛生
所

2  

畜産 21  　家畜商の免許 家畜商法（昭和24年法律第
208号）第３条第１項

5 広域振興局農
政部又は農林
部

5

畜産 22    講習の免除 家畜商法施行令（昭和28年
政令第252号）第１条の４第１
項ただし書

5 流通課 5

畜産 23    登録事項の訂正 家畜商法施行令第３条第１
項

5 広域振興局農
政部又は農林
部

5

畜産 24    従業者の変更等の場合
の免許証の交付

家畜商法施行令第４条の３ 5 広域振興局農
政部又は農林
部

5

畜産 25 　 免許証の書換え 家畜商法施行令第５条 5 広域振興局農
政部又は農林
部

5

畜産 26    免許証の再交付 家畜商法施行令第６条 5 広域振興局農
政部又は農林
部

5

畜産 27    公告に係る申出のな
かったことの証明

家畜商営業保証金規則（昭
和37年法務省・農林省令第１
号）第９条

3 流通課 3

畜産 28    公告に係る申出がある
場合の債権額の証明

家畜商営業保証金規則第９
条

3 流通課 3

畜産 29    家畜市場の登録 家畜取引法（昭和31年法律
第123号）第３条

5 広域振興局農
政部又は農林
部

5

畜産 30    登録証の書換え 家畜取引法第９条第１項 5 広域振興局農
政部又は農林
部

5

畜産 31    登録証の再交付 家畜取引法第９条第２項 5 広域振興局農
政部又は農林
部

5

畜産 32    市場におけるせり売り又
は入札以外の方法による
家畜売買の許可

家畜取引法第15条 5 広域振興局農
政部又は農林
部

5

畜産 33    市場再編整備地域の指
定

家畜取引法第19条第１項 15 流通課 15

畜産 34    市場再編整備計画の変
更の承認

家畜取引法第22条第１項 75 流通課 15 他家畜市場
開設者

60

畜産 35    地域家畜市場の市場再
編整備地域の区域内への
位置移転の許可

家畜取引法第26条第１項 15 流通課 15

畜産 36  　家畜市場の開設日等に
おける市場外取引の許可

家畜取引法第27条の２第１
項ただし書

5 広域振興局農
政部又は農林
部

5

畜産 37 畜舎建築利用計画の認定 畜舎等の建築等及び利用の
特例に関する法律（令和３年
法律第34号）第３条第１項

35 広域振興局の
農政部若しく
は農政部農林
振興センター
又は農林部若
しくは農林部
農林振興セン
ター

35
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畜産 38 畜舎建築利用計画の変更
の認定

畜舎等の建築等及び利用の
特例に関する法律第４条第１
項

35 広域振興局の
農政部若しく
は農政部農林
振興センター
又は農林部若
しくは農林部
農林振興セン
ター

35

畜産 39 認定畜舎等の仮使用の認
定

畜舎等の建築等及び利用の
特例に関する法律第６条第２
項

20 広域振興局の
農政部若しく
は農政部農林
振興センター
又は農林部若
しくは農林部
農林振興セン
ター

20

畜産 40 認定畜舎等の譲渡の認可 畜舎等の建築等及び利用の
特例に関する法律第10条第
１項

35 広域振興局の
農政部若しく
は農政部農林
振興センター
又は農林部若
しくは農林部
農林振興セン
ター

35

林業 1  　林地開発行為の許可
（開発面積が10ヘクタール
未満の場合に限る。）

森林法（昭和26年法律第249
号）第10条の２第１項

70 広域振興局の
林務部、農政
部農林振興セ
ンター又は農
林部若しくは
農林部農林振
興センター

60 市町村 10

林業 2  　林地開発行為の許可
（開発面積が１０ヘクタール
以上の場合）

森林法第10条の２第１項 130 広域振興局
の林務部、
農政部農林
振興センター
又は農林部
若しくは農林
部農林振興
センター

10 森林保全課 50 岩手県森林
審議会及び
市町村

70

林業 3  　森林経営計画の認定
（計画が２以上の広域振興
局の所管区域にわたる場
合を除く。）

森林法第１9条第１項第１号 30 広域振興局の
林務部、農政
部農林振興セ
ンター、農林部
若しくは農林
部農林振興セ
ンター又は林
務出張所

20 市町村 10

林業 4  　森林経営計画の認定
（計画が２以上の広域振興
局の所管区域にわたる場
合）

森林法第１9条第１項第１号 30 森林整備課 20 市町村 10

林業 5  　森林経営計画の変更の
認定（計画が２以上の広域
振興局の所管区域にわた
る場合を除く。）

森林法第１9条第１項第１号 30 広域振興局の
林務部、農政
部農林振興セ
ンター、農林部
若しくは農林
部農林振興セ
ンター又は林
務出張所

20 市町村 10

林業 6  　森林経営計画の変更の
認定（計画が２以上の広域
振興局の所管区域にわた
る場合）

森林法第１9条第１項第１号 30 森林整備課 20 市町村 10

林業 7  　保安林の指定 森林法第25条の２第１項及
び第２項

130 広域振興局
の林務部、
農政部農林
振興センター
又は農林部
若しくは農林
部農林振興
センター

30 森林保全課 100

林業 8  　海岸保全区域内の保安
林の指定

森林法第25条の２第１項及
び第２項

130 広域振興局
の林務部、
農政部農林
振興センター
又は農林部
若しくは農林
部農林振興
センター

30 森林保全課 100
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林業 9  　指定理由の消滅による
保安林の解除（解除面積
が１ヘクタール未満の場合
に限る。）

森林法第26条の２第１項 130 広域振興局
の林務部、
農政部農林
振興センター
又は農林部
若しくは農林
部農林振興
センター

30 森林保全課 100

林業 10  　指定理由の消滅による
保安林の解除（解除面積
が１ヘクタール未満の場合
を除く。）

森林法第26条の２第１項 190 広域振興局
の林務部、
農政部農林
振興センター
又は農林部
若しくは農林
部農林振興
センター

30 森林保全課 100 岩手県森林
審議会

60

林業 11  　公益上の理由による保
安林の解除（解除面積が１
ヘクタール未満の場合に
限る。）

森林法第26条の２第２項 130 広域振興局
の林務部、
農政部農林
振興センター
又は農林部
若しくは農林
部農林振興
センター

30 森林保全課 100

林業 12  　公益上の理由による保
安林の解除（解除面積が１
ヘクタール未満の場合を除
く。）

森林法第26条の２第２項 190 広域振興局
の林務部、
農政部農林
振興センター
又は農林部
若しくは農林
部農林振興
センター

30 森林保全課 100 岩手県森林
審議会

60

林業 13  　保安林の指定施業要件
の変更

森林法第33条の２第１項 130 広域振興局
の林務部、
農政部農林
振興センター
又は農林部
若しくは農林
部農林振興
センター

30 森林保全課 100

林業 14  　保安林内の立木の伐採
の許可

森林法第34条第１項 30 広域振興局の
林務部、農政
部農林振興セ
ンター又は農
林部若しくは
農林部農林振
興センター

30

林業 15  　保安林内の立竹の伐
採、家畜の放牧、土地の形
質変更等の許可

森林法第34条第２項 30 広域振興局の
林務部、農政
部農林振興セ
ンター又は農
林部若しくは
農林部農林振
興センター

30

林業 16  　保安林内の土地の形質
変更（施設の設置等に係る
ものに限る。）等の許可

森林法第34条第２項 40 広域振興局の
林務部、農政
部農林振興セ
ンター又は農
林部若しくは
農林部農林振
興センター

30 市町村 10

林業 17 　 保安林内の立木の択伐
の届出に係る適否審査

森林法第34条の２第１項 20 広域振興局の
林務部、農政
部農林振興セ
ンター又は農
林部若しくは
農林部農林振
興センター

20

林業 18  　保安林内の立木の間伐
の届出に係る適否審査

森林法第34条の３第１項 20 広域振興局の
林務部、農政
部農林振興セ
ンター又は農
林部若しくは
農林部農林振
興センター

20

林業 19  　保安施設地区内の立木
の伐採の許可

森林法第44条において準用
する第34条第１項

30 広域振興局の
林務部、農政
部農林振興セ
ンター又は農
林部若しくは
農林部農林振
興センター

30

林業 20  　保安施設地区内の立竹
の伐採、家畜放牧、土地の
形質変更（施設の設置等
に係るものを除く。）等の許
可

森林法第44条において準用
する第34条第２項

30 広域振興局の
林務部、農政
部農林振興セ
ンター又は農
林部若しくは
農林部農林振
興センター

30
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林業 21  　保安施設地区内の土地
の形質変更（施設の設置
等に係るものに限る。）等
の許可

森林法第44条において準用
する第34条第２項

40 広域振興局の
林務部、農政
部農林振興セ
ンター又は農
林部若しくは
農林部農林振
興センター

30 市町村 10

林業 22 　 保安施設地区内の立木
の択伐の届出に係る適否
審査

森林法第44条において準用
する第34条の２第１項

20 広域振興局の
林務部、農政
部農林振興セ
ンター又は農
林部若しくは
農林部農林振
興センター

20

林業 23  　保安施設地区内の立木
の間伐の届出に係る適否
審査

森林法第44条において準用
する森林法第34条の３第１項

20 広域振興局の
林務部、農政
部農林振興セ
ンター又は農
林部若しくは
農林部農林振
興センター

20

林業 24  　搬出等のための他人の
土地の使用権設定に関す
る認可

森林法第50条第１項 200 広域振興局の
林務部、農政
部農林振興セ
ンター、農林部
若しくは農林
部農林振興セ
ンター又は林
務出張所

200

林業 25  　使用権設定後の土地の
形質の変更工作物の新
築、増築等の承認

森林法第58条第５項ただし書 30 広域振興局の
林務部、農政
部農林振興セ
ンター、農林部
若しくは農林
部農林振興セ
ンター又は林
務出張所

30

林業 26  　水の使用に関する権利
の上の使用権設定に関す
る認可

森林法第65条において準用
する第50条第１項

200 広域振興局の
林務部、農政
部農林振興セ
ンター、農林部
若しくは農林
部農林振興セ
ンター又は林
務出張所

200

林業 27  　水流における工作物の
使用等に関する認可

森林法第66条 200 広域振興局の
林務部、農政
部農林振興セ
ンター、農林部
若しくは農林
部農林振興セ
ンター又は林
務出張所

200

林業 28  　林業改良指導員の合格
証書の再交付

林業改良指導員資格試験条
例施行規則を廃止する規則
（平成17年岩手県規則第12
号）附則第２項

3 森林整備課 3

林業 29  　森林組合の信託規程の
承認

森林組合法（昭和53年法律
第36号）第10条第１項

20 広域振興局
の農政部農
林振興セン
ター、農林部
農林振興セ
ンター又は
林務出張所

5 広域振興局林
務部又は農林
部

15

林業 30  　森林組合の信託規程の
変更又は廃止の承認

森林組合法第10条第３項 20 広域振興局
の農政部農
林振興セン
ター、農林部
農林振興セ
ンター又は
林務出張所

5 広域振興局林
務部又は農林
部

15

林業 31 　受託者等の辞任の許可 森林組合法第12条において
権限が属することとされる信
託法第57条第２項（同法第
134条第２項及び第141条第
２項において準用する場合を
含む。）

20 広域振興局
の農政部農
林振興セン
ター、農林部
農林振興セ
ンター又は
林務出張所

5 広域振興局林
務部又は農林
部

15

林業 32  　権限に係る許可 森林組合法第12条において
権限が属することとされる信
託法第66条第２項ただし書及
び第４項

35 広域振興局
の農政部農
林振興セン
ター、農林部
農林振興セ
ンター又は
林務出張所

5 広域振興局林
務部又は農林
部

30
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林業 33  　森林組合の共済規程の
承認

森林組合法第19条第１項 20 広域振興局
の農政部農
林振興セン
ター、農林部
農林振興セ
ンター又は
林務出張所

5 広域振興局林
務部又は農林
部

15

林業 34  　森林組合の共済規程の
変更又は廃止の承認

森林組合法第19条第３項 20 広域振興局
の農政部農
林振興セン
ター、農林部
農林振興セ
ンター又は
林務出張所

5 広域振興局林
務部又は農林
部

15

林業 35  　森林組合の林地処分事
業実施規程の承認

森林組合法第24条第１項 20 広域振興局
の農政部農
林振興セン
ター、農林部
農林振興セ
ンター又は
林務出張所

5 広域振興局林
務部又は農林
部

15

林業 36  　森林組合の林地処分事
業実施規程の変更又は廃
止の承認

森林組合法第24条第３項 20 広域振興局
の農政部農
林振興セン
ター、農林部
農林振興セ
ンター又は
林務出張所

5 広域振興局林
務部又は農林
部

15

林業 37  　森林組合の行う林道開
設等の受益者分担金の認
可

森林組合法第25条第１項 25 広域振興局
の農政部農
林振興セン
ター、農林部
農林振興セ
ンター又は
林務出張所

5 広域振興局林
務部又は農林
部

20

林業 38 　 森林組合の森林経営規
程の承認

森林組合法第26条の３第１
項

20 広域振興局
の農政部農
林振興セン
ター、農林部
農林振興セ
ンター又は
林務出張所

5 広域振興局林
務部又は農林
部

15

林業 39  　森林組合の森林経営規
程の変更又は廃止の承認

森林組合法第26条の３第３
項

20 広域振興局
の農政部農
林振興セン
ター、農林部
農林振興セ
ンター又は
林務出張所

5 広域振興局林
務部又は農林
部

15

林業 40  　森林組合の定款変更の
認可

森林組合法第61条第２項 20 広域振興局
の農政部農
林振興セン
ター、農林部
農林振興セ
ンター又は
林務出張所

5 広域振興局林
務部又は農林
部

15

林業 41  　森林組合の設立の認可 森林組合法第78条第１項 35 広域振興局
の林務部、
農政部農林
振興セン
ター、農林部
若しくは農林
部農林振興
センター又は
林務出張所

5 団体指導課 30

林業 42  　森林組合の解散決議の
認可

森林組合法第83条第２項 20 広域振興局
の林務部、
農政部農林
振興セン
ター、農林部
若しくは農林
部農林振興
センター又は
林務出張所

5 団体指導課 15

林業 43  　森林組合の合併の認可 森林組合法第84条第２項 35 広域振興局
の林務部、
農政部農林
振興セン
ター、農林部
若しくは農林
部農林振興
センター又は
林務出張所

5 団体指導課 30
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林業 44  　森林組合の吸収分割の
認可

森林組合法第88条の３第２
項

35 広域振興局
の林務部、
農政部農林
振興セン
ター、農林部
若しくは農林
部農林振興
センター又は
林務出張所

5 団体指導課 30

林業 45  　生産森林組合の定款の
変更の認可

森林組合法第100条第２項に
おいて準用する第61条第２
項

20 広域振興局
の農政部農
林振興セン
ター、農林部
農林振興セ
ンター又は
林務出張所

5 広域振興局林
務部又は農林
部

15

林業 46  　生産森林組合の設立の
認可

森林組合法第100条第３項に
おいて準用する第78条第１
項

30 広域振興局
の農政部農
林振興セン
ター、農林部
農林振興セ
ンター又は
林務出張所

5 広域振興局林
務部又は農林
部

25

林業 47  　生産森林組合の解散決
議の認可

森林組合法第100条第４項に
おいて準用する第83条第２
項

20 広域振興局
の農政部農
林振興セン
ター、農林部
農林振興セ
ンター又は
林務出張所

5 広域振興局林
務部又は農林
部

15

林業 48  　生産森林組合の合併の
認可

森林組合法第100条第４項に
おいて準用する第84条第２
項

35 広域振興局
の農政部農
林振興セン
ター、農林部
農林振興セ
ンター又は
林務出張所

5 広域振興局林
務部又は農林
部

30

林業 49  　生産森林組合の株式会
社への組織変更の認可

森林組合法第100条の８第１
項

20 広域振興局
の農政部農
林振興セン
ター、農林部
農林振興セ
ンター又は
林務出張所

5 広域振興局林
務部又は農林
部

15

林業 50 　 生産森林組合の合同会
社への組織変更の認可

森林組合法第100条の16 20 広域振興局
の農政部農
林振興セン
ター、農林部
農林振興セ
ンター又は
林務出張所

5 広域振興局林
務部又は農林
部

15

林業 51  　生産森林組合の認可地
縁団体への組織変更の認
可

森林組合法第100条の22第１
項

35 広域振興局
の農政部農
林振興セン
ター、農林部
農林振興セ
ンター又は
林務出張所

5 広域振興局林
務部又は農林
部

15 市長村 15

林業 52  　森林組合連合会の監査
規程の承認又は変更若しく
は廃止の承認

森林組合法第102条第１項 20 広域振興局
の農政部又
は農林部農
林振興セン
ター若しくは
林務出張所

5 広域振興局林
務部又は農林
部

15

林業 53 　 森林組合連合会の権利
義務の承継の認可

森林組合法第108条の３第２
項において準用する第84条
第２項

35 広域振興局
の農政部農
林振興セン
ター、農林部
農林振興セ
ンター又は
林務出張所

5 広域振興局林
務部又は農林
部

30

林業 54  　森林組合連合会の吸収
分割の認可

森林組合法第108条の５第２
項

35 広域振興局
の林務部、
農政部農林
振興セン
ター、農林部
若しくは農林
部農林振興
センター又は
林務出張所

5 団体指導課 30

林業 55  　森林組合連合会の新設
分割の認可

森林組合法第108条の13第２
項

35 広域振興局
の林務部、
農政部農林
振興セン
ター、農林部
若しくは農林
部農林振興
センター又は
林務出張所

5 団体指導課 30
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林業 56  　森林組合連合会の信託
規程の承認

森林組合法第109条第１項に
おいて準用する第10条第１
項

20 広域振興局
の農政部農
林振興セン
ター、農林部
農林振興セ
ンター又は
林務出張所

5 広域振興局林
務部又は農林
部

15

林業 57  　森林組合連合会の信託
規程の変更又は廃止の承
認

森林組合法第109条第１項に
おいて準用する第10条第３
項

20 広域振興局
の農政部農
林振興セン
ター、農林部
農林振興セ
ンター又は
林務出張所

5 広域振興局林
務部又は農林
部

15

林業 58  　森林組合連合会の共済
規程の承認

森林組合法第109条第１項に
おいて準用する第19条第１
項

20 広域振興局
の農政部農
林振興セン
ター、農林部
農林振興セ
ンター又は
林務出張所

5 広域振興局林
務部又は農林
部

15

林業 59  　森林組合連合会の共済
規程の変更又は廃止の承
認

森林組合法第109条第１項に
おいて準用する第19条第３
項

20 広域振興局
の農政部農
林振興セン
ター、農林部
農林振興セ
ンター又は
林務出張所

5 広域振興局林
務部又は農林
部

15

林業 60  　森林組合連合会の林地
処分事業実施規程の承認

森林組合法第109条第１項に
おいて準用する第24条第１
項

20 広域振興局
の農政部農
林振興セン
ター、農林部
農林振興セ
ンター又は
林務出張所

5 広域振興局林
務部又は農林
部

15

林業 61  　森林組合連合会の林地
処分事業実施規程の変更
又は廃止の承認

森林組合法第109条第１項に
おいて準用する第24条第３
項

20 広域振興局
の農政部農
林振興セン
ター、農林部
農林振興セ
ンター又は
林務出張所

5 広域振興局林
務部又は農林
部

15

林業 62  　森林組合連合会の行う
林道開設等の受益者分担
金の認可

森林組合法第109条第１項に
おいて準用する第25条第１
項

25 広域振興局
の農政部農
林振興セン
ター、農林部
農林振興セ
ンター又は
林務出張所

5 広域振興局林
務部又は農林
部

20

林業 63  　森林組合連合会の森林
経営規程の承認

森林組合法第109条第１項に
おいて準用する第26条の３
第１項

20 広域振興局
の農政部農
林振興セン
ター、農林部
農林振興セ
ンター又は
林務出張所

5 広域振興局林
務部又は農林
部

15

林業 64  　森林組合連合会の森林
経営規程の変更又は廃止
の承認

森林組合法第109条第１項に
おいて準用する第26条の３
第３項

20 広域振興局
の農政部農
林振興セン
ター、農林部
農林振興セ
ンター又は
林務出張所

5 広域振興局林
務部又は農林
部

15

林業 65  　森林組合連合会の定款
の変更の認可

森林組合法第109条第３項に
おいて準用する第61条第２
項

20 広域振興局
の農政部農
林振興セン
ター、農林部
農林振興セ
ンター又は
林務出張所

5 広域振興局林
務部又は農林
部

15

林業 66  　森林組合連合会の設立
の認可

森林組合法第109条第４項に
おいて準用する第78条第１
項

35 広域振興局
の林務部、
農政部農林
振興セン
ター、農林部
若しくは農林
部農林振興
センター又は
林務出張所

5 団体指導課 30

林業 67  　森林組合連合会の解散
決議の認可

森林組合法第108条の２第２
項

20 広域振興局
の林務部、
農政部農林
振興セン
ター、農林部
若しくは農林
部農林振興
センター又は
林務出張所

5 団体指導課 15
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経由
日数

処理
日数

協議
日数

区　　　分 事務の名称 法　　　令
標準処
理日数

許認可等標準処理日数一覧表（農林水産部）

経由機関 主管課等 協議機関

林業 68  　森林組合連合会の合併
の認可

森林組合法第109条第５項に
おいて準用する第84条第２
項

35 広域振興局
の林務部、
農政部農林
振興セン
ター、農林部
若しくは農林
部農林振興
センター又は
林務出張所

5 団体指導課 30

林業 69  　生産事業者の登録 林業種苗法（昭和45年法律
第89号）第10条第１項

15 広域振興局の
林務部、農政
部農林振興セ
ンター、農林部
若しくは農林
部農林振興セ
ンター又は林
務出張所

15

林業 70  　生産事業者の登録証の
書換え交付

林業種苗法第13条第１項 5 広域振興局の
林務部、農政
部農林振興セ
ンター、農林部
若しくは農林
部農林振興セ
ンター又は林
務出張所

5

林業 71  　生産事業者の登録証の
再交付

林業種苗法第13条第２項 5 広域振興局の
林務部、農政
部農林振興セ
ンター、農林部
若しくは農林
部農林振興セ
ンター又は林
務出張所

5

林業 72  　指定採取源からの採取
に係る種苗の証明

林業種苗法第20条第２項 60 広域振興局の
林務部、農政
部農林振興セ
ンター、農林部
若しくは農林
部農林振興セ
ンター又は林
務出張所

60

林業 73  　入会林野整備計画の認
可

入会林野等に係る権利関係
の近代化の助長に関する法
律（昭和41年法律第126号）
第３条

130 広域振興局
の林務部、
農政部農林
振興セン
ター、農林部
若しくは農林
部農林振興
センター又は
林務出張所

50 森林整備課 80

林業 74  　入会林野整備計画変更
申請の適当の決定

入会林野等に係る権利関係
の近代化の助長に関する法
律第９条第１項又は第２項

130 広域振興局
の林務部、
農政部農林
振興セン
ター、農林部
若しくは農林
部農林振興
センター又は
林務出張所

50 森林整備課 80

林業 75  　旧慣使用林野整備計画
の認可

入会林野等に係る権利関係
の近代化の助長に関する法
律第19条

130 広域振興局
の林務部、
農政部農林
振興セン
ター、農林部
若しくは農林
部農林振興
センター又は
林務出張所

10 森林整備課 120

林業 76  　林業経営改善計画の認
定（当該計画が２以上の広
域振興局の所管区域にわ
たる場合を除く。）

林業経営基盤の強化等の促
進のための資金の融通等に
関する暫定措置法（昭和54
年法律第51号）第３条第１項

30 広域振興局の
林務部、農政
部農林振興セ
ンター、農林部
若しくは農林
部農林振興セ
ンター又は林
務出張所

30

林業 77  　林業経営改善計画の認
定（当該計画が２以上の広
域振興局の所管区域にわ
たる場合）

林業経営基盤の強化等の促
進のための資金の融通等に
関する暫定措置法第３条第１
項

40 広域振興局
の林務部、
農政部農林
振興セン
ター、農林部
若しくは農林
部農林振興
センター又は
林務出張所

10 団体指導課 30

林業 78  　生産行程の改善、経営
管理の合理化等を内容と
する合理化計画の認定

林業経営基盤の強化等の促
進のための資金の融通等に
関する暫定措置法第４条第１
項

40 広域振興局
農林部農林
振興センター
林務出張所

10 広域振興局農
林部

30
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経由
日数

処理
日数

協議
日数

区　　　分 事務の名称 法　　　令
標準処
理日数

許認可等標準処理日数一覧表（農林水産部）

経由機関 主管課等 協議機関

30 広域振興局の
林務部、農政
部農林振興セ
ンター又は農
林部若しくは
農林部農林振
興センター

30

林業  　事業の協業化、木材の
生産等の構造改善に関す
る措置等を内容とする合理
化計画の認定

林業経営基盤の強化等の促
進のための資金の融通等に
関する暫定措置法第４条第２
項

40 広域振興局
農林部農林
振興センター
林務出張所

10 広域振興局農
林部

30

30 広域振興局の
林務部、農政
部農林振興セ
ンター又は農
林部若しくは
農林部農林振
興センター

30

林業 80  　林業経営改善計画の変
更の認定（当該計画が２以
上の広域振興局の所管区
域にわたる場合を除く。）

林業経営基盤の強化等の促
進のための資金の融通等に
関する暫定措置法施行令
（昭和54年政令第205号）第１
条第１項

30 広域振興局の
林務部、農政
部農林振興セ
ンター、農林部
若しくは農林
部農林振興セ
ンター又は林
務出張所

30

林業 81  　林業経営改善計画の変
更の認定（当該計画が２以
上の広域振興局の所管区
域にわたる場合）

林業経営基盤の強化等の促
進のための資金の融通等に
関する暫定措置法施行令第
１条第１項

40 広域振興局
の林務部、
農政部農林
振興セン
ター、農林部
若しくは農林
部農林振興
センター又は
林務出張所

10 団体指導課 30

40 広域振興局
農林部農林
振興センター
林務出張所

10 広域振興局農
林部

30

30 広域振興局の
林務部、農政
部農林振興セ
ンター又は農
林部若しくは
農林部農林振
興センター

30

林業 83 　環境負荷低減事業活動
実施計画の認定

環境と調和のとれた食料シス
テムの確立のための環境負
荷低減事業活動の促進等に
関する法律第19条第５項

25 広域振興局の
林務部、農政
部農林振興セ
ンター又は農
林部若しくは
農林部農林振
興センター

25

林業 84 　環境負荷低減事業活動
実施計画の変更の認定

環境と調和のとれた食料シス
テムの確立のための環境負
荷低減事業活動の促進等に
関する法律第20条第１項

25 広域振興局の
林務部、農政
部農林振興セ
ンター又は農
林部若しくは
農林部農林振
興センター

25

盛土規制
（森林地
域）

1 　宅地造成等工事規制区
域内において行われる宅
地造成等に関する工事の
許可（工事面積が10ヘク
タール未満のものに限
る。）

宅地造成及び特定盛土等規
制法第12条第１項

30 広域振興局の
林務部、農政
部農林振興セ
ンター又は農
林部若しくは
農林部農林振
興センター

30

盛土規制
（森林地
域）

2 　宅地造成等工事規制区
域内において行われる宅
地造成等に関する工事の
許可（工事面積が10ヘク
タール以上の場合）

宅地造成及び特定盛土等規
制法第12条第１項

30 森林保全課 30

盛土規制
（森林地
域）

3 　特定盛土等規制区域内
において行われる特定盛
土等又は土石の堆積に関
する工事の許可（工事面積
が10ヘクタール未満のもの
に限る。）

宅地造成及び特定盛土等規
制法第30条第１項

30 広域振興局の
林務部、農政
部農林振興セ
ンター又は農
林部若しくは
農林部農林振
興センター

30

盛土規制
（森林地
域）

4 　特定盛土等規制区域内
において行われる特定盛
土等又は土石の堆積に関
する工事の許可（工事面積
が10ヘクタール以上の場

宅地造成及び特定盛土等規
制法第30条第１項

30 森林保全課 30

79

林業 82  　合理化計画の変更の認
定

林業経営基盤の強化等の促
進のための資金の融通等に
関する暫定措置法施行令第
４条第１項
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経由
日数

処理
日数

協議
日数

区　　　分 事務の名称 法　　　令
標準処
理日数

許認可等標準処理日数一覧表（農林水産部）

経由機関 主管課等 協議機関

市場・倉庫 1 地方卸売市場の認定 卸売市場法(昭和46年法律
第35号)第13条第１項

20 広域振興局農
政部又は農林
部

市場・倉庫 2 業務規程等の変更の認定 卸売市場法第14条において
準用する第６条第１項

10 広域振興局農
政部又は農林
部

漁業 1  　漁業の許可（漁業法（昭
和24年法律第267号）第58
条において準用する第42
条第１項の規定に基づく制
限措置の公示において船
舶等の数又は漁業者の数
を定める許可（以下「許可
枠を定める許可」という。）
以外の場合であって、水産
部を設置している広域振興
局の所管区域内に住所地
を有する者に係るものに限
る。）

漁業法第57条第１項 15 広域振興局水
産部又は水産
部水産振興セ
ンター

15

漁業 2  　漁業の許可（許可枠を定
める許可以外の場合で
あって、水産部を設置して
いる広域振興局の所管区
域内に住所地を有する者
に係るものを除く。）

漁業法第57条第１項 20 都道府県（他
の都道府県
に住所地を
有する者に
係るものに
限る。）

5 水産振興課 15

漁業 3  　漁業の許可（許可枠を定
める許可の場合であって、
水産部を設置している広域
振興局の所管区域内に住
所地を有する者に係るもの
に限る。）

漁業法第57条第１項 35 広域振興局水
産部又は水産
部水産振興セ
ンター

35

漁業 4  　漁業の許可（許可枠を定
める許可の場合であって、
水産部を設置している広域
振興局の所管区域内に住
所地を有する者に係るもの
を除く。）

漁業法第57条第１項 40 都道府県（他
の都道府県
に住所地を
有する者に
係るものに
限る。）

5 水産振興課 35

漁業 5  　漁業の起業の認可（許
可枠を定める許可以外の
場合であって、水産部を設
置している広域振興局の
所管区域内に住所地を有
する者に係るものに限
る。）

漁業法第58条において準用
する第38条

15 広域振興局水
産部又は水産
部水産振興セ
ンター

15

漁業 6  　漁業の起業の認可（許
可枠を定める許可以外の
場合であって、水産部を設
置している広域振興局の
所管区域内に住所地を有
する者に係るものを除く。）

漁業法第58条において準用
する第38条

20 都道府県（他
の都道府県
に住所地を
有する者に
係るものに
限る。）

5 水産振興課 15

漁業 7  　漁業の起業の認可（許
可枠を定める許可の場合
であって、水産部を設置し
ている広域振興局の所管
区域内に住所地を有する
者に係るものに限る。）

漁業法第58条において準用
する第38条

35   広域振興局水
産部又は水産
部水産振興セ
ンター

35

漁業 8  　漁業の起業の認可（許
可枠を定める許可の場合
であって、水産部を設置し
ている広域振興局の所管
区域内に住所地を有する
者に係るものを除く。）

漁業法第58条において準用
する第38条

40 都道府県（他
の都道府県
に住所地を
有する者に
係るものに
限る。）

5 水産振興課 35

漁業 9  　漁業の許可の変更許可
（水産部を設置している広
域振興局の所管区域内に
住所地を有する者に係るも
のに限る。）

漁業法第58条において準用
する第47条

15 広域振興局水
産部又は水産
部水産振興セ
ンター

15

漁業 10  　漁業の許可の変更許可
（水産部を設置している広
域振興局の所管区域内に
住所地を有する者に係るも
のを除く。）

漁業法第58条において準用
する第47条

20 都道府県（他
の都道府県
に住所地を
有する者に
係るものに
限る。）

5 水産振興課 15

漁業 11  　漁業の免許（水産部を設
置している広域振興局の
所管区域内に住所地を有
する者に係る海面漁業に
限る。）

漁業法第69条第１項 40 広域振興局水
産部又は水産
部水産振興セ
ンター

20 海区漁業調
整委員会

20

漁業 12  　漁業の免許（水産部を設
置している広域振興局の
所管区域内に住所地を有
する者に係る内水面漁業
に限る。）

漁業法第69条第１項 55 広域振興局
水産部又は
水産部水産
振興センター

15 水産振興課 20 内水面漁場
管理委員会

20

漁業 13    漁業の免許(前2項に係
るものを除く。)

漁業法第69条第１項 40 水産振興課 20 海区漁業調
整委員会又
は内水面漁
場管理委員
会

20
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経由
日数

処理
日数

協議
日数

区　　　分 事務の名称 法　　　令
標準処
理日数

許認可等標準処理日数一覧表（農林水産部）

経由機関 主管課等 協議機関

漁業 14  　漁業権の分割又は変更
の免許（水産部を設置して
いる広域振興局の所管区
域内に住所地を有する者
に係る海面漁業に限る。）

漁業法第76条第１項 35 広域振興局水
産部又は水産
部水産振興セ
ンター

15 海区漁業調
整委員会

20

漁業 15  　漁業権の分割又は変更
の免許（広域振興局の所
管区域内に住所地を有す
る者に係る内水面漁業に
限る。）

漁業法第76条第１項 40 広域振興局
水産部又は
水産部水産
振興センター

5 水産振興課 15 内水面漁場
管理委員会

20

漁業 16  　漁業権の分割又は変更
の免許（前2項に係るもの
を除く。)

漁業法第76条第１項 35 水産振興課 15 海区漁業調
整委員会又
は内水面漁
場管理委員
会

20

漁業 17  　個別漁業権を目的とす
る抵当権設定の認可

漁業法第78条第２項 40 広域振興局
水産部又は
水産部水産
振興センター

5 水産振興課 15 海区漁業調
整委員会

20

漁業 18  　個別業業権の移転の認
可

漁業法第79条第１項ただし書 40 広域振興局
水産部又は
水産部水産
振興センター

5 水産振興課 15 海区漁業調
整委員会

20

漁業 19  　休業中の漁業の許可 漁業法第88条第１項 40 広域振興局
水産部又は
水産部水産
振興センター

5 水産振興課 15 海区漁業調
整委員会

20

漁業 20  　漁業権行使規則又は入
漁権行使規則の認可（第
五種共同漁業権に係るも
ののうち、水産部を設置し
ている広域振興局の所管
区域内に住所地を有する
者に係るものに限る。）

漁業法第106条第７項 30 広域振興局
水産部又は
水産部水産
振興センター

15 水産振興課 15

漁業 21  　漁業権行使規則又は入
漁権行使規則の認可（第
五種共同漁業権に係るも
のを除き、水産部を設置し
ている広域振興局の所管
区域内に住所地を有する
者に係るものに限る。）

漁業法第106条第７項 15 広域振興局水
産部又は水産
部水産振興セ
ンター

15

漁業 22  　漁業権行使規則又は入
漁権行使規則の認可（水
産部を設置している広域振
興局の所管区域外に住所
地を有する者に係るものに
限る。）

漁業法第106条第７項 25 水産振興課 25

漁業 23  　漁業権行使規則又は入
漁権行使規則の変更又は
廃止の認可（第五種共同
漁業権に係るもののうち、
水産部を設置している広域
振興局の所管区域内に住
所地を有する者に係るもの
に限る。）

漁業法第106条第９項におい
て準用する同条第７項

10 広域振興局
水産部又は
水産部水産
振興センター

5 水産振興課 5

漁業 24  　漁業権行使規則又は入
漁権行使規則の変更又は
廃止の認可（第五種共同
漁業権に係るものを除き、
水産部を設置している広域
振興局の所管区域内に住
所地を有する者に係るもの
に限る。）

漁業法第106条第９項におい
て準用する同条第７項

広域振興局水
産部又は水産
部水産振興セ
ンター

5

漁業 25  　漁業権行使規則又は入
漁権行使規則の変更又は
廃止の認可（水産部を設置
している広域振興局の所
管区域外に住所地を有す
る者に係るものに限る。）

漁業法第106条第９項におい
て準用する同条第７項

8 水産振興課 8

漁業 26  　沿岸漁場管理団体の指
定

漁業法第109条第１項 40 水産振興課又
は広域振興局
の水産部若し
くは水産部水
産振興セン
ター

20 海区漁業調
整委員会

20

漁業 27  　沿岸漁場管理規程の認
可

漁業法第111条第１項 40 水産振興課又
は広域振興局
の水産部若し
くは水産部水
産振興セン
ター

20 海区漁業調
整委員会

20
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経由機関 主管課等 協議機関

漁業 28  　沿岸漁場管理規程の変
更の認可

漁業法第111条第３項 35 水産振興課又
は広域振興局
の水産部若し
くは水産部水
産振興セン
ター

15 海区漁業調
整委員会

20

漁業 29  　保全活動の休廃止の認
可

漁業法第115条第１項 15 水産振興課又
は広域振興局
の水産部若し
くは水産部水
産振興セン
ター

15

漁業 30  　漁業権の登録（広域振
興局の所管区域内に住所
地を有する者に係る海面
漁業に限る。）

漁業法第117条第１項 15 広域振興局水
産部又は水産
部水産振興セ
ンター

15

漁業 31  　漁業権の登録（広域振
興局の所管区域内に住所
地を有する者に係る海面
漁業を除く。）

漁業法第117条第１項 15 水産振興課 15

漁業 32    土地の使用又は立木等
除去制限の許可

漁業法第161条 30 水産振興課又
は広域振興局
の水産部若し
くは水産部水
産振興セン
ター

30

漁業 33  　他人の土地に立ち入っ
て漁業を営む許可

漁業法第162条 30 水産振興課又
は広域振興局
の水産部若し
くは水産部水
産振興セン
ター

30

漁業 34  　漁業に関する測量等の
ためにする他人の土地へ
の立入り等の許可

漁業法第163条 30 水産振興課又
は広域振興局
の水産部若し
くは水産部水
産振興セン
ター

30

漁業 35  　土地又は土地の定着物
の使用権設定に係る協議
の認可

漁業法第165条第１項 55 広域振興局
水産部又は
水産部水産
振興センター

5 水産振興課 30 海区漁業調
整委員会

20

漁業 36  　使用権設定の協議に係
る土地の形質変更等の許
可

漁業法第165条第４項 30 水産振興課 30

漁業 37  　遊漁規則設定の認可(水
産部を設置している広域振
興局の所管区域内に住所
地を有する者に限る。)

漁業法第170条第１項 45 広域振興局
水産部又は
水産部水産
振興センター

5 水産振興課 20 内水面漁場
管理委員会

20

漁業 38  　遊漁規則設定の認可(前
項に係るものを除く。)

漁業法第170条第１項 40 水産振興課 20 内水面漁場
管理委員会

20

漁業 39  　遊漁規則変更の認可(水
産部を設置している広域振
興局の所管区域内に住所
地を有する者に限る。)

漁業法第170条第３項 40 広域振興局
水産部又は
水産部水産
振興センター

5 水産振興課 15 内水面漁場
管理委員会

20

漁業 40    遊魚規則変更の認可(前
項に係るものを除く。)

漁業法第170条第３項 35 水産振興課 15 内水面漁場
管理委員会

20

漁業 41 特定水産動植物の採捕の
許可

漁業法施行規則（令和２年農
林水産省令第47号）第42条
第１項

5 水産振興課又
は広域振興局
の水産部若し
くは水産部水
産振興セン
ター

5

漁業 42 特定水産動植物の採捕の
許可証の再交付

漁業法施行規則第42条第７
項

5 水産振興課又
は広域振興局
の水産部若し
くは水産部水
産振興セン
ター

5

漁業 43  　漁業の許可証の書換え
又は再交付（水産部を設置
している広域振興局の所
管区域内に住所地を有す
る者に係るものに限る。）

岩手県漁業調整規則（令和２
年岩手県規則第66号）第29
条

10 水産振興課又
は広域振興局
の水産部若し
くは水産部水
産振興セン
ター

10
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漁業 44  　漁業の許可証の書換え
又は再交付（前項に係るも
のを除く。）

岩手県漁業調整規則第29条 15 都道府県（他
の都道府県
に住所地を
有する者に
係るものに
限る。）

5 水産振興課 10

漁業 45  　内水面における水産動
物の採捕の許可（水産部を
設置している広域振興局
の所管区域内に住所地を
有する者に係るものに限
る。）

岩手県漁業調整規則第32条
第１項

15 広域振興局水
産部又は水産
部水産振興セ
ンター

15

漁業 46  　内水面における水産動
物の採捕の許可（前項に
係るものを除く。）

岩手県漁業調整規則第32条
第１項

20 広域振興局
水産部の所
管区域以外
の市町村

5 水産振興課 15

漁業 47  　内水面における水産動
物採捕許可証の書換え又
は再交付（水産部を設置し
ている広域振興局の所管
区域内に住所地を有する
者に係るものに限る。）

岩手県漁業調整規則第32条
第13項において準用する第
29条

5 広域振興局水
産部又は水産
部水産振興セ
ンター

5

漁業 48  　内水面における水産動
物採捕許可証の書換え又
は再交付（前項に係るもの
を除く。）

岩手県漁業調整規則第32条
第13項において準用する第
29条

10 広域振興局
水産部の所
管区域以外
の市町村

5 水産振興課 5

漁業 49  　漁業権漁場内の岩礁破
砕等の許可

岩手県漁業調整規則第49条
第１項

15 水産振興課又
は広域振興局
の水産部若し
くは水産部水
産振興セン
ター

15

漁業 50  　試験研究等のための水
産動植物の採捕の許可

岩手県漁業調整規則第51条
第１項

5 水産振興課又
は広域振興局
の水産部若し
くは水産部水
産振興セン
ター

5

漁業 51  　試験研究等のための水
産動植物の採捕の変更の
許可

岩手県漁業調整規則第51条
第６項

5 水産振興課又
は広域振興局
の水産部若し
くは水産部水
産振興セン
ター

5

漁業 52  　遊漁船業者の登録 遊漁船業の適正化に関する
法律（昭和63年法律第99号）
第３条第１項

10 水産振興課又
は広域振興局
の水産部若し
くは水産部水
産振興セン
ター

10

漁業 53 　 遊漁船業者の登録の更
新

遊漁船業の適正化に関する
法律第３条第２項

10 水産振興課又
は広域振興局
の水産部若し
くは水産部水
産振興セン
ター

10

漁業 54 　環境負荷低減事業活動
実施計画の認定

環境と調和のとれた食料シス
テムの確立のための環境負
荷低減事業活動の促進等に
関する法律第19条第５項

25 広域振興局水
産部又は水産
部水産振興セ
ンター

25

漁業 55 　環境負荷低減事業活動
実施計画の変更の認定

環境と調和のとれた食料シス
テムの確立のための環境負
荷低減事業活動の促進等に
関する法律第20条第１項

25 広域振興局水
産部又は水産
部水産振興セ
ンター

25

水産業団
体

1 　 漁業協同組合（以下「漁
協」という。）の資源管理規
程の設定の認可

水産業協同組合法（昭和23
年法律第242号）第11条の３
第１項

20 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

15

水産業団
体

2 　 漁協の資源管理規程の
変更の認可

水産業協同組合法第11条の
３第１項

20 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

15

水産業団
体

3 　 漁協の信用事業規程の
設定の認可

水産業協同組合法第11条の
５第１項

20 広域振興局
水産部

5 団体指導課 15

水産業団
体

4 　 漁協の信用事業規程の
変更又は廃止の認可

水産業協同組合法第11条の
５第３項

20 広域振興局
水産部

5 団体指導課 15

水産業団
体

5 　 漁協の地方公共団体等
に対する貸付けの最高限
度額の認可

水産業協同組合法第11条の
７

20 広域振興局
水産部

5 団体指導課 15

水産業団
体

6 　 漁協の信用供与限度額
を超える特例の承認

水産業協同組合法第11条の
14第1項

20 広域振興局
水産部

5 団体指導課 15
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水産業団
体

7 　 漁協と特定関係者との
間の取引の承認

水産業協同組合法第11条の
15

20 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

15

水産業団
体

8 　 漁協の共済規程の設定
の認可

水産業協同組合法第15条の
２第１項

20 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

15

水産業団
体

9 　 漁協の共済規程の変更
又は廃止の認可

水産業協同組合法第15条の
２第２項

20 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

15

水産業団
体

10  　漁協の議決権の保有の
特例の承認

水産業協同組合法第17条の
15第２項

20 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

15

水産業団
体

11 　 漁協の役員等の兼職又
は兼業等の制限の認可

水産業協同組合法第34条の
５第１項ただし書

20 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

15

水産業団
体

12 　 漁協の定款変更の認可 水産業協同組合法第48条第
２項

20 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

15

水産業団
体

13  　漁協の信用事業の譲渡
の認可又は譲受けの認可

水産業協同組合法第54条の
２第３項

35 広域振興局
水産部

5 団体指導課 30

水産業団
体

14 　 漁協の設立の認可 水産業協同組合法第63条第
１項
（沿海組合に係るものに限
る。）

35 広域振興局
水産部

5 団体指導課 30

（沿海組合に係るものを除
く。）

35 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

30

水産業団
体

15 　 漁協の解散決議の認可 水産業協同組合法第68条第
２項
（沿海組合に係るものに限
る。）

20 広域振興局
水産部

5 団体指導課 15

（沿海組合に係るものを除
く。）

20 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

15

水産業団
体

16 　 漁協の合併の認可 水産業協同組合法第69条第
２項
（沿海組合に係るものに限
る。）

35 広域振興局
水産部

5 団体指導課 30

（沿海組合に係るものを除
く。）

35 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

30

水産業団
体

17 　 漁業協同組合連合会
（以下「連合会」という。）の
認可対象会社の子会社化
の認可

水産業協同組合法第87条の
２第４項

20 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

15

水産業団
体

18 　 連合会の認可対象会社
の子会社化の継続の認可

水産業協同組合法第87条の
2第５項

20 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

15

水産業団
体

19 　 連合会の議決権の保有
の特例の承認

水産業協同組合法第87条の
3第２項において準用する第
17条の15第２項

20 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

15

水産業団
体

20 　 連合会の解散決議の認
可

水産業協同組合法第91条第
２項
（沿海組合に係るものに限
る。）

20 広域振興局
水産部

5 団体指導課 15
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（沿海組合に係るものを除
く。）

20 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

15

水産業団
体

21 　 連合会の権利義務の包
括承継の認可

水産業協同組合法第91条の
２第２項において準用する第
69条第２項

35 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

30

水産業団
体

22 　 連合会の資源管理規程
の設定の認可

水産業協同組合法第92条第
１項において準用する第11条
の3第１項

20 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

15

水産業団
体

23 　 連合会の資源管理規程
の変更の認可

水産業協同組合法第92条第
１項において準用する第11条
の3条第１項

20 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

15

水産業団
体

24 　 連合会の信用事業規程
の設定の認可

水産業協同組合法第92条第
１項において準用する第11条
の5第１項

20 広域振興局
水産部

5 団体指導課 15

水産業団
体

25 　 連合会の信用事業規程
の変更又は廃止の認可

水産業協同組合法第92条第
１項において準用する第11条
の5第３項

20 広域振興局
水産部

5 団体指導課 15

水産業団
体

26 　 連合会の地方公共団体
等に対する貸付けの最高
限度額の認可

水産業協同組合法第92条第
1項において準用する第11条
の7

20 広域振興局
水産部

5 団体指導課 15

水産業団
体

27 　 連合会の信用供与限度
額を超える特例の承認

水産業協同組合法第92条第
1項において準用する第11条
の14第1項

20 広域振興局
水産部

5 団体指導課 15

水産業団
体

28 　 連合会と特定関係者と
の間の取引の承認

水産業協同組合法第92条第
1項において準用する第11条
の15

20 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農

5 広域振興局水
産部又は農政
部

15

水産業団
体

29 　 連合会の役員等の兼職
又は兼業等の制限の認可

水産業協同組合法第92条第
３項において準用する第34条
の５第１項

20 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

15

水産業団
体

30  　連合会の定款変更の認
可

水産業協同組合法第92条第
３項において準用する第48条
第２項

20 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

15

水産業団
体

31  　連合会の信用事業の譲
渡の認可又は譲受けの認
可

水産業協同組合法第92条第
３項において準用する第54条
の２第３項

35 広域振興局
水産部

5 団体指導課 30

水産業団
体

32 　 連合会の設立の認可 水産業協同組合法第92条第
４項において準用する第63条
第１項
（沿海組合に係るものに限
る。）

35 広域振興局
水産部

5 団体指導課 30

（沿海組合に係るものを除
く。）

35 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

30

水産業団
体

33  　連合会の合併の認可 水産業協同組合法第92条第
５項において準用する第69条
第２項
（沿海組合に係るものに限
る。）

35 広域振興局
水産部

5 団体指導課 30

（沿海組合に係るものを除
く。）

35 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

30

水産業団
体

34 　 水産加工業協同組合
（以下「加工協」という。）と
特定関係者との間の取引
の承認

水産業協同組合法第96条第
１項において準用する第11条
の15

20 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

15

水産業団
体

35 　 加工協の共済規程の設
定の認可

水産業協同組合法第96条第
１項において準用する第15条
の２第１項

20 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

15
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水産業団
体

36 　 加工協の共済規程の変
更又は廃止の認可

水産業協同組合法第96条第
１項において準用する第15条
の２第２項

20 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

15

水産業団
体

37 　 加工協の信用事業規程
の設定の認可

水産業協同組合法第96条第
１項において準用する第11条
の５第１項

20 広域振興局
水産部

5 団体指導課 15

水産業団
体

38 　 加工協の信用事業規程
の変更又は廃止の認可

水産業協同組合法第96条第
１項において準用する第11条
の5条第３項

20 広域振興局
水産部

5 団体指導課 15

水産業団
体

39 　 加工協の地方公共団体
等に対する貸付けの最高
限度額の認可

水産業協同組合法第96条第
１項において準用する第11条
の7

20 広域振興局
水産部

5 団体指導課 15

水産業団
体

40  　加工協の信用供与限度
額を超える特例の承認

水産業協同組合法第96条第
１項において準用する第11条
の14第１項

20 広域振興局
水産部

5 団体指導課 15

水産業団
体

41 　 加工協の議決権の保有
の特例の承認

水産業協同組合法第96条第
１項において準用する第17条
の15第２項

20 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

15

水産業団
体

42 　 加工協の役員等の兼職
又は兼業の制限の認可

水産業協同組合法第96条第
３項において準用する第34条
の５第１項

20 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

15

水産業団
体

43 　 加工協の定款変更の認
可

水産業協同組合法第96条第
３項において準用する第48条
第２項

20 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

15

水産業団
体

44 　 加工協の信用事業の譲
渡の認可又は譲受けの認
可

水産業協同組合法第96条第
３項において準用する第54条
の２第３項

35 広域振興局
水産部

5 団体指導課 30

水産業団
体

45 　 加工協の設立の認可 水産業協同組合法第96条第
４項において準用する第63条
第１項
（沿海組合に係るものに限
る。）

35 広域振興局
水産部

5 団体指導課 30

（沿海組合に係るものを除
く。）

35 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

30

水産業団
体

46 　 加工協の解散決議の認
可

水産業協同組合法第96条第
５項において準用する第68条
第２項
（沿海組合に係るものに限
る。）

20 広域振興局
水産部

5 団体指導課 15

（沿海組合に係るものを除
く。）

20 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

15

水産業団
体

47 　 加工協の合併の認可 水産業協同組合法第96条第
５項において準用する第69条
第２項
（沿海組合に係るものに限
る。）

35 広域振興局
水産部

5 団体指導課 30

（沿海組合に係るものを除
く。）

35 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

30

水産業団
体

48 　 水産加工業協同組合連
合会（以下「加工連」とい
う。）の信用事業規程の設
定の認可

水産業協同組合法第100条
第１項において準用する第11
条の５第１項

20 広域振興局
水産部

5 団体指導課 15

水産業団
体

49 　 加工連の信用事業規程
の変更又は廃止の認可

水産業協同組合法第100条
第１項において準用する第11
条の5第３項

20 広域振興局
水産部

5 団体指導課 15

水産業団
体

50 　 加工連の地方公共団体
等に対する貸付けの最高
限度額の認可

水産業協同組合法第100条
第１項において準用する第11
条の7

20 広域振興局
水産部

5 団体指導課 15

水産業団
体

51 　 加工連の信用供与限度
額を超える特例の承認

水産業協同組合法第100条
第１項において準用する第11
条の14第１項

20 広域振興局
水産部

5 団体指導課 15

水産業団
体

52 　 加工連と特定関係者と
の間の取引の承認

水産業協同組合法第100条
第１項において準用する第11
条の15

20 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

15
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水産業団
体

53 　 加工連の議決権の保有
の特例の承認

水産業協同組合法第100条
第１項において準用する第87
条の３第２項

20 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

15

水産業団
体

54 　 加工連の認可対象会社
の子会社化の認可

水産業協同組合法第100条
第１項において準用する第87
条の2第４項

20 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

15

水産業団
体

55 　 加工連の認可対象会社
の子会社化の継続の認可

水産業協同組合法第100条
第１項において準用する第87
条の２第５項

20 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

15

水産業団
体

56 　 加工連の役員等の兼職
又は兼業等の制限の認可

水産業協同組合法第100条
第3項において準用する第34
条の５第１項

20 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

15

水産業団
体

57  　加工連の定款変更の認
可

水産業協同組合法第100条
第３項において準用する第48
条第２項

20 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

15

水産業団
体

58 　 加工連の信用事業の譲
渡の認可又は譲受けの認
可

水産業協同組合法第100条
第３項において準用する第54
条の２第３項

35 広域振興局
水産部

5 団体指導課 30

水産業団
体

59 　 加工連の設立の認可 水産業協同組合法第100条
第４項において準用する第63
条第１項（沿海組合に係るも
のに限る。）

35 広域振興局
水産部

5 団体指導課 30

（沿海組合に係るものを除
く。）

35 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

30

水産業団
体

60  　加工連の解散決議の認
可

水産業協同組合法第100条
第５項において準用する第91
条第２項（沿海組合に係るも
のに限る。）

20 広域振興局
水産部

5 団体指導課 15

（沿海組合に係るものを除
く。）

20 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

15

水産業団
体

61 　 加工連の合併の認可 水産業協同組合法第100条
第５項において準用する第69
条第２項（沿海組合に係るも
のに限る。）

35 広域振興局
水産部

5 団体指導課 30

（沿海組合に係るものを除
く。）

35 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

30

水産業団
体

62 　 加工連の権利義務の包
括承継の認可

水産業協同組合法第100条
第５項において準用する第91
条の２第２項

35 広域振興局
の水産部水
産振興セン
ター又は農
政部農林振
興センター

5 広域振興局水
産部又は農政
部

30

水産業振
興

1  　輸出水産物の製造の用
に供する事業場の登録

輸出水産業の振興に関する
法律（昭和29年法律第154
号）第３条第１項

15 広域振興局
の水産部又
は水産部水
産振興セン
ター

5 水産振興課 10

漁船・漁港 1    漁船の建造、改造又は
転用の許可

漁船法（昭和25年法律第178
号）第４条第１項

10 広域振興局の
水産部又は水
産部水産振興
センター

10

漁船・漁港 2    漁船の建造、改造又は
転用の許可

漁船法第４条第２項 10 広域振興局の
水産部又は水
産部水産振興
センター

10

漁船・漁港 3    漁船建造等許可事項の
変更許可

漁船法第４条第６項 10 広域振興局の
水産部又は水
産部水産振興
センター

10
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経由
日数

処理
日数

協議
日数

区　　　分 事務の名称 法　　　令
標準処
理日数

許認可等標準処理日数一覧表（農林水産部）

経由機関 主管課等 協議機関

漁船・漁港 4    漁船の認定 漁船法第８条 7 広域振興局の
水産部又は水
産部水産振興
センター

7

漁船・漁港 5    漁船の登録（水産部を設
置している広域振興局の
所管区域外に住所地を有
する者に係るものを除く。）

漁船法第10条第１項 7 広域振興局の
水産部又は水
産部水産振興
センター

7

漁船・漁港 6    漁船の登録（水産部を設
置している広域振興局の
所管区域外に住所地を有
する者に係るものに限
る。）

漁船法第10条第１項 10 水産振興課 10

漁船・漁港 7    漁船登録票の再交付
（水産部を設置している広
域振興局の所管区域外に
住所地を有する者に係るも
のを除く。）

漁船法第12条第３項 5 広域振興局の
水産部又は水
産部水産振興
センター

5

漁船・漁港 8    漁船登録票の再交付
（水産部を設置している広
域振興局の所管区域外に
住所地を有する者に係るも
のに限る。）

漁船法第12条第３項 5 水産振興課 5

漁船・漁港 9    漁船登録票の検認（水
産部を設置している広域振
興局の所管区域外に住所
地を有する者に係るものを
除く。）

漁船法第13条 7 広域振興局の
水産部又は水
産部水産振興
センター

7

漁船・漁港 10    漁船登録票の検認（水
産部を設置している広域振
興局の所管区域外に住所
地を有する者に係るものに
限る。）

漁船法第13条 7 水産振興課 7

漁船・漁港 11    漁船の変更登録（水産
部を設置している広域振興
局の所管区域外に住所地
を有する者に係るものを除
く。）

漁船法第17条第１項 7 広域振興局の
水産部又は水
産部水産振興
センター

7

漁船・漁港 12    漁船の変更登録（水産
部を設置している広域振興
局の所管区域外に住所地
を有する者に係るものに限
る。）

漁船法第17条第１項 10 水産振興課 10

漁船・漁港 13  　土地又は水面への立入
り及び使用の許可

漁港及び漁場の整備等に関
する法律（昭和25年法律第
137号）第24条第１項

10 広域振興局の
水産部又は水
産部水産振興
センター

10

漁船・漁港 14  　漁港施設の処分の許可 漁港及び漁場の整備等に関
する法律第37条第１項

20 広域振興局
の水産部又
は水産部水
産振興セン
ター

5 漁港漁村課 15

漁船・漁港 15  　漁港施設の利用等の認
可

漁港及び漁場の整備等に関
する法律第38条第１項

12 広域振興局
の水産部又
は水産部水
産振興セン
ター

5 漁港漁村課 7

漁船・漁港 16  　漁港区域内の水域・公
共空地における行為の許
可及び国の機関等との協
議（広域振興局長委任事
項に限る。）

漁港及び漁場の整備等に関
する法律第39条第１項及び
第４項

10 広域振興局の
水産部又は水
産部水産振興
センター

10

漁船・漁港 17  　漁港区域内の水域・公
共空地における行為の許
可及び国の機関等との協
議（広域振興局長委任事
項を除く。）

漁港及び漁場の整備等に関
する法律第39条第１項及び
第４項

15 広域振興局
の水産部又
は水産部水
産振興セン
ター

5 漁港漁村課 10

漁船・漁港 18    漁港区域内での工作物
の新築、土砂の採取等の
承認

岩手県漁港管理条例（昭和
38年岩手県条例第52号）第４
条第１項

10 広域振興局の
水産部又は水
産部水産振興
センター

10

漁船・漁港 19  　危険物等の荷役の許可 岩手県漁港管理条例第６条
第２項

1 広域振興局の
水産部又は水
産部水産振興
センター

1

漁船・漁港 20  　占用等の許可 岩手県漁港管理条例第11条
第１項

7 広域振興局の
水産部又は水
産部水産振興
センター

7

漁船・漁港 21  　使用の許可 岩手県漁港管理条例第12条
第１項

7 広域振興局の
水産部又は水
産部水産振興
センター

7

漁船・漁港 22  　占用料等を前納しない
旨の承認

岩手県漁港管理条例第13条
第２項

7 広域振興局の
水産部又は水
産部水産振興
センター

7
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経由
日数

処理
日数

協議
日数

区　　　分 事務の名称 法　　　令
標準処
理日数

許認可等標準処理日数一覧表（農林水産部）

経由機関 主管課等 協議機関

漁船・漁港 23  　占用料等の減免及び分
納の承認

岩手県漁港管理条例第13条
第３項

7 広域振興局の
水産部又は水
産部水産振興
センター

7

漁船・漁港 24  　採取料等を前納しない
旨の承認並びに採取料等
の減免及び分納の承認

岩手県漁港管理条例第14条
第２項において準用する第13
条第２項及び第３項

10 広域振興局の
水産部又は水
産部水産振興
センター

10

船舶 1  　小型漁船の総トン数の
測度

小型漁船の総トン数の測度
に関する政令（昭和28年政令
第259号）第１条第１項

10 広域振興局の
水産部又は水
産部水産振興
センター

10

船舶 2  　小型漁船の総トン数の
改測

小型漁船の総トン数の測度
に関する政令第１条第３項

10 広域振興局の
水産部又は水
産部水産振興
センター

10

国土計画 1    市町村又は土地改良区
等が行う国土調査の指定

国土調査法（昭和26年法律
第180号）第６条第３項

10 農村計画課 10

国土計画 2    国土調査成果の認証 国土調査法第19条第１項 75 農村計画課 30 主務大臣 45

河川・水利 1    公有水面埋立の免許 公有水面埋立法（大正10年
法律第57号）第２条第１項

53 広域振興局
の水産部又
は水産部水
産振興セン
ター

3 漁港漁村課 50

河川・水利 2    出願事項の変更の許可 公有水面埋立法第13条の２
第１項

35 広域振興局
の水産部又
は水産部水
産振興セン
ター

5 漁港漁村課 30

河川・水利 3 　 他人の土地に対する立
入り又は一時使用の許可

公有水面埋立法第14条第１
項

25 広域振興局
の水産部又
は水産部水
産振興セン
ター

5 漁港漁村課 20

河川・水利 4 　 他人の土地に対する立
入り又は一時使用の許可

公有水面埋立法第14条第４
項において準用する同条第１
項

25 広域振興局
の水産部又
は水産部水
産振興セン
ター

5 漁港漁村課 20

河川・水利 5 　 埋立権の譲渡の許可 公有水面埋立法第16条第１
項

35 広域振興局
の水産部又
は水産部水
産振興セン
ター

5 漁港漁村課 30

河川・水利 6     しゅん功の認可 公有水面埋立法第22条第１
項

35 広域振興局
の水産部又
は水産部水
産振興セン
ター

5 漁港漁村課 30

河川・水利 7     しゅん功の認可告示前
の埋立地における工作物
設置の許可

公有水面埋立法第23条第１
項

35 広域振興局
の水産部又
は水産部水
産振興セン
ター

5 漁港漁村課 30

河川・水利 8    埋立地に関する処分の
許可

公有水面埋立法第27条第１
項

35 広域振興局
の水産部又
は水産部水
産振興セン
ター

5 漁港漁村課 30

河川・水利 9    埋立地の用途変更の許
可

公有水面埋立法第29条第１
項

25 広域振興局
の水産部又
は水産部水
産振興セン
ター

5 漁港漁村課 20

河川・水利 10    失効した免許の効力復
活処分

公有水面埋立法第34条第１
項

95 広域振興局
の水産部又
は水産部水
産振興セン
ター

5 漁港漁村課 90

河川・水利 11    原状回復義務の免除 公有水面埋立法第35条第１
項

25 広域振興局
の水産部又
は水産部水
産振興セン
ター

5 漁港漁村課 20

河川・水利 12    無免許の埋立地に対す
る原状回復義務の免除

公有水面埋立法第36条にお
いて準用する第35条第１項

25 広域振興局
の水産部又
は水産部水
産振興セン
ター

5 漁港漁村課 20

河川・水利 13    免許告示後の施設につ
いての損害補償等の請求
可能な公有水面利用施設
の設置許可

公有水面埋立法施行令（大
正11年勅令第194号）第８条
ただし書

35 広域振興局
の水産部又
は水産部水
産振興セン
ター

5 漁港漁村課 30
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経由
日数

処理
日数

協議
日数

区　　　分 事務の名称 法　　　令
標準処
理日数

許認可等標準処理日数一覧表（農林水産部）

経由機関 主管課等 協議機関

海岸 1 海岸保全区域の占用の
許可（仮設的なもの以外の
ものを新たに設ける場合を
除く。）

海岸法（昭和31年法律第101
号）第７条第１項

15 広域振興局の
農政部、林務
部、農林部、
農政部若しく
は農林部の農
林振興セン
ター若しくは農
政部農村整備
センター、水産
部又は水産部
水産振興セン
ター

15

海岸 2 海岸保全区域の占用の
許可（仮設的なもの以外の
ものを新たに設ける場合に
限る。）

海岸法第７条第１項 35 広域振興局
の農政部、
農林部、農
政部若しくは
農林部の農
林振興セン
ター若しくは
農政部農村
整備セン
ター、水産部
又は水産部
水産振興セ
ンター

5 農村建設課又
は漁港漁村課

30

海岸 3 海岸保全区域内における
行為の許可（広域振興局
長委任事項に限る。）

海岸法第８条第１項 15 広域振興局の
農政部、林務
部、農林部、
農政部若しく
は農林部の農
林振興セン
ター若しくは農
政部農村整備
センター、水産
部又は水産部
水産振興セン
ター

15

海岸 4 海岸保全区域内における
行為の許可（広域振興局
長委任事項を除く。）

海岸法第８条第１項 25 広域振興局
の農政部、
農林部、農
政部若しくは
農林部の農
林振興セン
ター若しくは
農政部農村
整備セン
ター、水産部
又は水産部
水産振興セ
ンター

5 農村建設課又
は漁港漁村課

20

海岸 5 海岸管理者以外の者の
施行する工事の承認

海岸法第13条第１項 25 広域振興局
の農政部、
農林部、農
政部若しくは
農林部の農
林振興セン
ター若しくは
農政部農村
整備セン
ター、水産部
又は水産部
水産振興セ
ンター

5 農村建設課又
は漁港漁村課

20

備考１ 「経由日数」とは、経由機関の事務所に申請書等が到達した日から起算し、主管課等の事務所に到達する前日までの日数
をいう。

２ 「処理日数」とは、主管課等の事務所に申請書等が到達した日から起算し、当該申請に係る許可認可等の文書を発送する
までの日数をいう。ただし、協議機関の協議日数を除く。

３ 「協議日数」とは、協議機関の事務所に協議書等が到達した日から起算し、主管課等の事務所に当該協議書に対する回
答書が到達するまでの日数をいう。

４ 標準処理日数欄に「法令」と表示されている日数の期間については、同じ項の法令欄に掲げる法令に定める算定方法によ
るものである。

５ 農地の10から48に掲げる事務について、県南広域振興局農政部花巻農林振興センター及び一関農林振興センターは除

くものである。
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